
平成 28,29年度議会活性化に向けた取り組み 
 

１．議場へのタブレット端末導入 

タブレット端末の体験研修を実施した結果、日頃の議員活動においても情報収集やスケジ

ュール管理、連絡の取り合いなどで利活用できるとの認識で一致し、町村部では県内初となる

平成 30年度導入に向けて新年度予算に要求しているところです。 

 

２．議会活動として位置づける議会報告会で聴取した住民の要望等を「平成 30 年度予算編成に

向けた意見書」として本会議の中で提出 

町政への住民の要望等を 2常任委員会に分かれて

それぞれ内容を精査し、総務文教分野 8項目、産業

厚生分野 8項目からなる「意見書」を作成しました。

次年度の予算編成に間に合うよう、従来の「要望書」

から「意見書」に替えて 9月定例会の中で町長に提

出。次年度の予算編成の際にどのように反映された

かまで検証します。 

また、広聴の場を議会報告会以外の各種団体にも

求め、より広い範囲からの聴き取りを行いました。 

 

３．朝日町議会憲章の策定 

議会及び議員の果たすべき役割を明確に示す必要があることから、議会基本条例の年度内

策定に向けて策定委員会を設置し作業を進めてきました。その結果、コンパクトで町民にも分

かり易いものを作ることで一致。議会基本条例を議会憲章に改め策定し、3月定例会で議員発

議、審議、採決を受け正式公布の見込みです。 

 

４．政務活動費の透明化 

政務活動に要する経費を明確にし、使途を更に厳格化し、朝日町情報公開条例施行規則及び

朝日町議会政務活動費の交付に関する規則に従い、請求に応じて収支報告書の閲覧を行うほ

か、ホームページによる公開や議会だよりに掲載することで更なる透明化を図ります。 

 

５．議員報酬（H28） 

議員報酬は「現状維持」に決定しました。 

 

６．議員定数（H28） 

議員定数は「現状維持(12人)」に決定しました。 

 

７．議決事件の条例化 

総合発展計画や基本構想などのような議会の議決を要しない案件であっても、「議決事件と

して挙げてください」と議決すべき事件にするものです。協議の結果、議決すべき事件を(1)

朝日町総合発展計画にかかる基本構想及び基本計画の策定又は変更に関すること、(2)他自治
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体との友好・姉妹都市の締結又は解消に関すること、以上 2 項目による朝日町議会の議決事

件に関する条例を平成 29年 10月 1日付けで公布、施行しました。 

 

８．議会の災害対応 

J アラート(全国瞬時警報システム)の発令や本会議中の火災発生など、具体的な事例への

対応を迫られる場面に遭遇したことから、町が災害対策本部を設置した際に議会が設置でき

る町議会災害対策会議を町議会災害対策支援会議に改め、昨年度策定した同会議設置要綱に

ついても実例に則した内容に一部変更しました。また、災害対応マニュアルを新たに策定し、

災害発生時等の議会、議員、議会事務局の具体的な行動について確認しました。 

 

９．伊勢志摩サミットの会食に採用された朝

日町ワインを讃えて(H28) 

（１）「朝日町ワインが伊勢志摩サミットで

公式な会食に選定されたことに対する

感謝決議」を採択しました。 

（２）採択した「感謝決議」を A2版のポス

ター(右写真)にし、町内の公共施設を始め

朝日町ワインを販売する店舗に配布し

ました。 

（３）平成 29 年 1 月 17 日（火）～19 日

（木）、伊勢志摩サミットの会場となっ

た「志摩観光ホテル」を訪問。選考委員

の一人でもある同ホテルのシニアソム

リエ杉原正彦氏を始め関係各位に、作成

したポスターを持参しながら改めて感

謝の意を伝えました。 

（４）有限会社朝日町ワインからの紹介で、

割烹料理店と仲卸業者さんへの朝日町

ワインの売り込みも行ってきました。 

 

10．議会広報の充実 

議会に対し町民の理解を得るためには、日々の研鑽が要求される広報手段の充実など議会

の見える化が重要です。第 3者的視点による議会だよりの評価としてモニター制度やアドバ

イザー制度が考えられますが、同制度の導入に関しては今後継続して調査検討していきます。 

 

11．模擬議会の開催 

町民参加型の開かれた議会の実現や、小さい頃から議会に関心をもってもらう意味でも、

子ども議会を開催できないか。関係機関と調整を図っているところです。今後継続して調査

検討していきます。 

 

12．議員活動の長期休止における報酬減額の条例制定について 

今後継続して調査検討していきます。 


